
議案第４７号 

 

   所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例制定について 

 

 所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例を別記のとおり制定する。 

 

  令和５年 ６月 １日提出 

                 所沢市長 藤 本 正 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 こども家庭庁設置による厚生労働省から内閣府への事務移管に伴い、所要の改

正を行うため、本案を提案するものである。 
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所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例  

（所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正） 

第１条 所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第４号及び第４５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」

に改める。 

（所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第２条 所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第２６条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

（所沢市助産施設及び母子生活支援施設入所者に係る費用の徴収に関する

条例の一部改正） 

第３条 所沢市助産施設及び母子生活支援施設入所者に係る費用の徴収に関

する条例（平成２３年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

（所沢市障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する条例の一部

改正） 

第４条 所沢市障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する条例

（平成２３年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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